
別紙　
第４章　アレルギー疾患対策推進のための施策

１．正しい知識の普及啓発及び発症・重症化予防のための取組の推進

（１）最新の知見に基づく知識や情報の普及

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・疾病対策課及び拠点病院ホームページに、関係する情報を集約して掲載する
疾病対策課・

拠点病院
・県ホームページ「アレルギー疾患に関する情報」の随時更新
・拠点病院ホームページ「埼玉県アレルギー疾患相談室」随時更新

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・県アレルギー疾患医療拠点病院に委託し、一般県民を対象とした講演会等を開催する（年２回） 疾病対策課
・一般県民向け講演会：２回開催
①令和５年１月２８日（土）Zoomとのハイブリッド開催
②令和５年２月４日（土）Zoom開催

（２）生活環境の改善・アレルゲン等の軽減対策

ア．大気環境基準の確保

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・大気汚染防止法及び県生活環境保全条例に基づき、工場・事業場への立入検査を実施する 大気環境課 ・立入検査数：８５６件（うち行政指導［注意・勧告］：１件）

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・県生活環境保全条例によりディーゼル車の運行を禁止しているため、運行車両の検査や不適合車両の使用者に対する指導を実施する 大気環境課
・調査台数　　運行車両検査　34台　（うち不適合　0台）
　 　　　　　　　 ビデオ調査　 5,242台　（うち不適合　72台）

・運転者や事業所にアイドリング・ストップの励行を指導し、排出ガスに含まれる大気汚染物質の排出などを抑制する 大気環境課 指導件数　3件

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績
・ＰＭ２．５や光化学オキシダントの原因物質である揮発性有機化合物（ＶＯＣ）について、大気汚染防止法や県生活環境保全条例に基づき、排出抑制
を推進する
（埼玉県5か年計画で、PM2.5の濃度を国内の環境基準（15㎍/㎥）より厳しく、近隣都県が掲げる最も厳しい目標値である10㎍/㎥の達成を目指すとし
ている。

大気環境課
・立入検査数：２９７件（うち行政指導［注意・勧告］：２件）
・PM2.5濃度　9.0µｇ/m3（令和３年度)

・ＶＯＣを取り扱う事業者に対して、実態に応じた排出削減の取組を促すなど、事業者が自主的に排出を抑制するための取組を進める 大気環境課 ・VOC排出削減対策セミナー 4回、業界団体への啓発2件

・ＰＭ２．５や光化学オキシダント等大気汚染物質の削減対策の推進には、汚染実態の把握が必要であるため常時監視測定を実施し、その結果を県
民へ提供する

大気環境課
・PM2.5自動測定器の整備 66局、Ox自動測定器の整備 56局
・光化学スモッグ注意報等の発令 8日

・ＰＭ２．５大気移動測定車で高濃度事象が発生した現場などの測定を実施し、発生源の把握のため、成分分析の実施、解析を行う 大気環境課 ・ＰＭ2.5大気移動測定車の稼働 (R2年度　201日）（R2年度事業終了）

・国や他の地方公共団体と連携し、ＰＭ２．５の成分分析などの広域調査やＶＯＣの削減などの効果的な対策を推進する 大気環境課
・大気環境中のPM2.5成分測定 2か所、関東甲信静でのPM2.5調査の実施、日中韓
におけるPM2.5同時分析の実施
・九都県市合同でVOC削減取組を実施（「夏季のＶＯＣ対策」重点実施期間等）

埼玉県アレルギー疾患対策推進指針 第４章における関係各課の具体的な取組について

○ 国や関係学会、患者団体の作成するセルフケアや対応マニュアル等を、ホームページの整備等により情報提供します。

○ 患者及びその家族を対象にした講演会等により最新の知見に基づく医療の重要性や自己管理、生活環境の整備等に関する正しい知識や情報の提供を行います。

○ ばい煙発生施設等を設置する工場・事業場に対して、法令に基づき立入検査を実施し規制基準の遵守を指導します。

○ 自動車排出ガス対策として、埼玉県生活環境保全条例に基づき粒子状物質（ＰＭ）排出基準に適合 しないディーゼル車の運行規制や、アイドリング・ストップを指導します。

○ ＰＭ２．５や光化学オキシダント等大気汚染物質の常時監視測定を行います。



イ．花粉症対策

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・森林整備をより一層進めることで、花粉発生源対策に寄与する 森づくり課 スギ林等削減面積　２１５ha（見込）

・森林整備事業において、Ｒ４年度～Ｒ８年度までの５年間で１２,５００ヘクタールの森林を整備する 森づくり課 森林の整備・保全面積　１,５００ha(見込)

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・少花粉スギ採取園の整備により、Ｒ２年度までに苗木の生産体制を確立させ、少花粉品種への切り替えを推進する 森づくり課 少花粉スギ苗木生産 １６千本

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・雄花の着生状況の調査結果をまとめ、２月～５月頃に寄居林業事務所ホームページにおいて情報提供する
森づくり課・

寄居林業事務所
調査結果報告　1月12日～HPで公開

ウ．受動喫煙の防止

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・施設の管理者等に対し、説明会等を通じて健康増進法の順守について周知啓発する。 健康長寿課
健康増進法の内容について、テレビCMやラジオCMを活用して周知啓発を実施し
た。

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・喫煙、受動喫煙の健康への影響等について、イベントやパンフレットの配布を通じて情報提供する。 健康長寿課
喫煙の健康被害について、チラシの配布や、オンラインセミナーを通じて情報提供を
した。

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・法律の規制を上回る全面禁煙に取り組む飲食店や事業所等を県が認証することにより、受動喫煙防止対策を推進する。 健康長寿課 認証施設　4,878施設（令和5年3月末時点）

エ．アレルゲンを含む食品に関する表示等の対策

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・「埼玉県におけるアレルギー物質を含む食品の安全確保対策指針」に基づき、監視指導を実施する 食品安全課
製造施設への立入件数：1,335件、販売施設への立入件数：974件、確認製品数：
10,673件（R4年度末時点）

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・アレルゲン表示の違反があった場合に、確実な回収の指導や食品安全課ホームページを通じた県民への注意喚起を行う 食品安全課 自主回収の申し出が41件あり、食品安全課ホームページに掲載した。

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・事業者や消費者、行政職員を対象にした研修、講習会を開催する（年６回程度） 食品安全課
営業者を対象にした講習会での講師、消費者を対象ととした出前講座等においてア
レルギー表示についての説明（随時）

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・各保健所で、必要に応じて食品安全課と連携し、相談に対応する
食品安全課・

各保健所
営業者からの表示に関する問い合わせ、消費者からの表示に関する疑義や発症に
関する相談の受付（随時）

○ 事業者や消費者を対象に、食品表示に関する研修や講習会を開催します。

○ 保健所において、関係者や県民からの個別相談に対応します。

○ 春の花粉飛散量の目安となるスギ林の雄花量をホームページ等により情報提供します。

○ 施設の管理者等に対し、健康増進法の順守について周知啓発を行います。

○ 各種イベントでの啓発やパンフレットの配布により、喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影響等に関する情報提供を行います。

○ 受動喫煙防止に関する認証制度により、受動喫煙対策を推進します。

○ 食品の製造・販売事業施設の監視指導を実施し、事業者による食品の自主検査を推進します。

○ アレルゲン表示の違反については、当該食品の確実な回収を指導するとともに、回収情報を的確に把握し、 ホームページ等を通じて広く県民に注意喚起を行います。

○ 間伐、枝打ち等を行うことで、適正な森林整備を進めます。

○ 花粉が少なく、初期成長に優れたスギ苗木等の植栽を進め、花粉の飛散量軽減を目指します。



オ．室内環境におけるアレルゲン対策

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・生活衛生課のホームページにおいて、関連する情報を集約して掲載するとともに、パンフレットによる普及啓発を行う 生活衛生課
ダニ、衛生害虫、結露、カビ等の原因や対策に関する情報を公開（リーフレットも併せ
て掲載）

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・各保健所で、必要に応じて生活衛生課と連携し、相談対応や現地調査を行う
生活衛生課・
各県保健所

シックハウス対策に関する相談：2件

２．症状や重症度に応じた適切な医療を受けられる体制の整備

（１）アレルギー疾患医療体制の整備と医療人材の育成

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・医師、医療従事者を対象とした研修会を開催する（年２回程度）
疾病対策課・

拠点病院

・医療関係者向け研修会：２回開催（Zoomとのハイブリッド開催）
①令和４年９月８日（木）第６８回アレルギーフォーラム
②令和４年１１月１０日（木）第６９回呼吸器セミナー

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・埼玉県アレルギー疾患医療連絡協議会を開催、運営する 疾病対策課
・埼玉県アレルギー疾患医療連絡協議会：２回実施
①令和４年９月１２日（月）Zoom開催　②令和５年２月書面開催

・オブザーバーとして埼玉県アレルギー疾患医療連絡協議会に参加する
庁内連絡会議

構成課

・アレルギー疾患への対応を含めたかかりつけ薬剤師・薬局を推進する 薬務課 ・かかりつけ薬局数：１，８５０件（R４年度末）

（２）アレルギー疾患医療に関する情報の提供

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・医療機関の調査を実施し、取りまとめた情報を拠点病院ホームページに掲載する
疾病対策課・

拠点病院
・「医療機関検索」として公開
こどもの食物アレルギー対応医療機関の更新

・上記調査結果を疾病対策課ホームページで情報提供する（リンク） 疾病対策課 ・県ホームページで「医療機関検索」についてご案内

○ ダニ、衛生害虫、結露、カビ等の原因や対策に関する情報提供をホームページ、パンフレット等を通じて行います。

○ 各保健所にシックハウス対策に関する相談窓口を設置し、相談対応を行う他、必要に応じて現地調査を行います。

○ 医師等医療従事者を対象とした研修会を定期的に実施することにより、標準治療を普及し、 アレルギー医療の資質の向上を図ります。

○ 埼玉県アレルギー疾患医療連絡協議会において、拠点病院と専門医療機関、かかりつけ医、薬局との連携体制を検討し整備します。

○ アレルギー疾患を診療する医療機関の情報を取りまとめ、ホームページ等で提供する仕組みを整えます。



３．アレルギー疾患患者の生活の質の維持向上

（１）患者等の支援に携わる関係者の資質向上

B 担当課等 R４年度　実績

・保育園、幼稚園の教諭を対象とした研修会を開催する（年１回）
疾病対策課・

拠点病院

・令和５年２月１７日（金）開催
会場：埼玉県県民健康センター
参加人数１７６名

・「アレルギー等対応特別給食提供事業」により、給食に特別の配慮を行う調理員等を認可保育所等に加配するための経費を助成する 少子政策課
令和２年４月から公定価格における栄養管理加算が拡充されたため、経過措置を経
た上で、令和３年度限りで事業を廃止した。

・学校における食物アレルギー対応に関する課題検討委員会を開催し、学校における食物アレルギー対応マニュアルの策定や学校給食における食物
アレルギー対応に関する調査等を実施する

保健体育課

■学校における食物アレルギー対応に関する課題検討委員会を２回開催（令和４年
６月、令和５年１月）し、学校における食物アレルギー対応マニュアルの確認や学校
給食における食物アレルギー対応に関する調査等を実施した。（調査：令和４年５月1
日現在）

・学校生活において食物アレルギー症状が発症した事例の収集、フィードバックを実施する 保健体育課
■学校生活において食物アレルギー症状が発症した事例の収集を行い、食物アレ
ルギー対応に関する調査結果と併せて事例報告を取りまとめ、各市町村教育委員
会と県立学校へ提供した

・教職員等を対象とした研修会を開催する（年４回程度） 保健体育課

■教職員等を対象とした研修会を年３回開催した。
①公立学校教員・学校医等向け研修（初級者向け）：動画配信(R4.8.31～R5.3.31)
②公立学校教員・学校医等向け研修（中級者向け）：令和４年８月１７日（水）
③市町村教育委員会職員向け研修：令和５年1月３０日（月）

・私立学校等に対し、国等のアレルギー疾患への対応に係る関連通知を周知する 学事課 アレルギー疾患への対応に係る関連通知を周知した（３件）

・私立学校等に対し、国や県が主催するアレルギー疾患への対応に係る研修会を周知する 学事課 アレルギー疾患への対応に係る研修会を周知した（４件）

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・市町村の母子保健事業担当者を対象とした研修会を開催する（年１回）
疾病対策課・

拠点病院

・令和４年１１月２１日（月）開催
会場：埼玉教育会館
参加人数２３名

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・「健康で快適な住居環境づくり支援事業」の一環として、行政職員への研修を開催する（年３回程度） 生活衛生課
保健所の環境衛生担当職員を対象にシックハウス対策等の研修を実施。（5月、6
月、7月、9月）

○ 保健センター等で乳幼児の相談支援を行う保健師や栄養士等、母子保健関係職員に向けて最新の情報を提供します。

○ 保健所等でシックハウス対策の相談対応を行う職員を対象とした研修会を定期的に開催します。

○ 保育所、学校等の教職員に対する研修会を定期的に開催します。



（２）患者等の相談や支援を行える体制の整備と関係機関の連携

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・電話相談窓口において、県民や関係機関からの相談に対応する
拠点病院・
疾病対策課

・電話相談（令和４年４月～令和５年３月）：１３９件

・学校等の生活管理指導表に関する相談事業を実施する
拠点病院・

疾病対策課・
保健体育課

■アレルギー疾患生活管理指導表に関する相談事業（R４年４月～R５年３月）
　５件（拠点病院委託事業）

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・「学校における食物アレルギー対応に関する課題検討委員会」を開催する 保健体育課

■学校における食物アレルギー対応に関する課題検討委員会（年２回実施）
・第１回：令和４年６月１６日（木）Zoomによるオンライン
・第２回：令和５年１月１９日（木）Zoomによるオンライン

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・「アレルギー等対応特別給食提供事業」により、給食に特別の配慮を行う調理員等を認可保育所等に加配するための経費を助成する 少子政策課 令和２年４月から公定価格における栄養管理加算が拡充されたため、経過措置を経た上で、令和３年度限りで事業を廃止した。

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・保育所・学校生活管理指導表の重要性を周知するとともに、学校等の生活管理指導表に関する相談事業の活用を案内する
疾病対策課・
保健体育課

・県ホームページでのご案内
・保健所、児童福祉施設、幼稚園、小中学校、障害者支援施設、放課後児童クラブ
に対して「役に立つ埼玉県食物アレルギーガイド」を周知
・食物アレルギー・アナフィラキシー対応研修での行政説明

・各種通知等を関係機関に周知する
学事課・少子政策課・

保健体育課・
義務教育指導課

・生活管理指導表相談事業の相談票の通知
・各種研修会開催の通知
・「役に立つ埼玉県食物アレルギーガイド」の通知

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・関係部局等からのアレルギー疾患関連情報を、適宜関係事業者等に周知する
庁内連絡会議

構成課

・各関係者の通常の連絡会や研修会において、アレルギー疾患に関する知識や情報を共有する
庁内連絡会議

構成課

○ 埼玉県アレルギー疾患対策推進計画庁内連絡会議や医療連絡協議会において、アレルギー疾患に関する情報を共有するとともに、関係機関に情報提供を行います。

○ 拠点病院において、電話相談窓口を設置し県民や関係機関からの相談に対応します。

○ 公立学校において、食物アレルギー対応に関する課題を検討する委員会等の開催により、食物アレルギー対応を推進するための体制を整えます。

○ 認可保育所等の給食において、食物アレルギーに対応するための特別の配慮を行う調理員等を加配する経費を助成します。

○ 保育所や幼稚園、小中学校等で、保育所・学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の普及を図るとともに、適切な活用を推進します。



（３）災害に備えた体制の整備

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・災害時への備えや災害発生時における対応について、疾病対策課及び拠点病院ホームページを通じて県民に情報提供する
疾病対策課・

拠点病院
・県ホームページ（アレルギー疾患に関する情報）に災害時の対応をご案内。アレル
ギーポータル（災害時の対応）ページをリンク。

・上記について災害対策課ホームページを通じて情報提供する 災害対策課
県ホームページ掲載の避難所の運営に関する指針を始めとした各種資料において、
アレルギーへの配慮に関する情報提供を実施している。

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・アレルギー疾患に配慮した食料備蓄計画を策定する 災害対策課
令和４年度中の計画策定及び改定なし
（平成２７年４月１日改定の食糧備蓄計画にて、アレルギーに配慮し小麦系食料を
減らすこと、アレルギーの少ないわかめご飯を重点的に備蓄することを定めている）

・食料備蓄計画に基づいた調達、備蓄を行う 農産物安全課
アレルギーを引き起こすおそれのある食品として消費者庁が表示を義務付けている
特定原材料７品目及び特定原材料に準ずる２１品目について、それらを使用してい
ないアルファ米（わかめご飯135,500食)等の調達、備蓄を行った。

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・市町村が避難所運営マニュアルを作成する際の指針である「避難所運営に関する指針」に食物アレルギーの避難者に対する配慮について規定する 災害対策課
「避難所運営に関する指針」に食物アレルギーの避難者に対する配慮について規定
している。

・市町村を対象に、避難所運営におけるアレルギー疾患患者への配慮等に関する研修会を開催する（年１回） 疾病対策課 未実施

具体的な取組 担当課等 R４年度　実績

・災害時に避難所等において必要な情報が提供できるよう、疾病対策課及び拠点病院ホームページを整備する
疾病対策課・

拠点病院
・県ホームページ（アレルギー疾患に関する情報）に「災害時におけるアレルギー疾
患の対応（合冊）」を掲載。

４．施策の基礎となる調査等の実施及び施策の評価

○ 災害時への備えや災害発生時における対応について、研修会や講演会、ホームページ等により患者や家族、関係機関職員へ情報を提供します。

○ アレルギー疾患に配慮し、食料の備蓄を行います。

○ 避難所での生活におけるアレルギー疾患への配慮等について、市町村の避難所運営を支援します。

○ 災害時には、アナフィラキシー等の重症化予防、食物アレルギーに関する情報や避難所での過ごし方等、患者やその家族、関係者に対してわかりやすい情報提供を行います。

　指針中に「主な取組」の記載はないが、「施策の基礎となる調査等の実施」は、主に疾病対策課及び拠点病院が行い、「施策の評価」については、疾病対策課
及び庁内連絡会議構成課が行う。


